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工事仕様書 

 

工事件名：携帯電話等エリア整備事業 門前江崎局復旧工事 

工事場所：石川県輪島市門前町大切７－５０ 

契約期間： 自  令和  年  月  日 

      至 令和  年  月  日 

工事内容：令和６年能登半島地震および同年９月能登半島豪雨で被

災、損傷した部分の修繕工事 

 

契約箇所 輪島市役所 復興推進課 

          石川県輪島市二ツ屋町２字２９番地 

               電話 0768－23－1113 

               FAX 0768－22－9220 

 

 

 

 

  



総則 

１． １ 目的 

本工事は、令和６年能登半島地震および同年９月奥能登豪雨で被災、損

傷した部分の修繕工事である 

 

１． ２ 適用 

施工にあたっては、工事図面、ならびに本仕様書の指示によること。 

なお、本仕様書に指示なきものは、以下に記載する基準に基づいて作業

すること。 

・建設業法 

・電気通信事業法 

・電気工事士法 

・電気通信設備に関する技術基準を定める省令 

・電気設備に関する技術基準を定める法令 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

・電波法 

・消防法 

・その他 

 

１．３ 工事の施工 

①工事の施工にあたっては、技術的良心的見地より最良な修繕工事に努

めること。 

②安全の確保、災害の防止に万全を期すこと。 

③工事の施工に伴い、各移動体通信事業者の設備の修繕、または、その

事業に影響を及ぼす可能性のある作業をおこなう場合は、事前に各移

動体通信事業者に連絡し、その指示に従い作業を行うこと。 



④発生する廃棄物は定められた法令により確実に処理し、事故防止に努

めること。 

⑤他設備等に損傷を与えないよう、養生については十分に施すこと。 

⑥工事の施工に伴い、当初の計画を変更する必要が発生した場合は、変

更部分について速やかに連絡、打ち合わせを行うこと。 

 

１．４ 工事工程 

実施工程表を提出すること 

 

１．５ 検査及び各種試験 

工事施工にあたって使用する工事対象装置・材料は、日本工業規格（JIS）

及び日本電気機械工業会規格（EIAJ）に準じて検査及び各種試験を実施

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



２．一般事項 

２．１ 修繕にあたっての共通事項 

各携帯事業者の基地局設備が運用中であることを考慮し、修繕工事が

現行の通信サービスに影響を与えないように慎重に実施すること。 

 

２．２ フェンス内土間コンクリートの補修 

①概要  

 地震の影響で土間コンクリートの継ぎ目部分に、隙間があるため、

モルタルを注入し段差及び隙間を補修する。 

②材料の品質 

モルタルは、日本工業規格（JIS）に準じたものを使用すること。 

 

２．３ 土間コンクリート下の地盤の補修 

概要 

土間コンクリート下にあった土砂が失われた部分を、改良土で充填し 

埋め戻す。 

 

２．４ コンクリート柱のひび割れの補修 

①概要 

移動体通信事業者の機器が取り付けられているコンクリート柱３本

について、ひび割れを補修する。 

  



 

②補修の方法 

コンクリート柱のひび割れ部を注入工法で補修すること。 

③注入材 

接着力が高く強度回復や一体化に優れたものを使用すること。 

 

２．５ その他関連作業 

なし 

 

以上 


